
 

 

－1－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問１ 

 ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）は、ファイナンシャル・プランニング業務を

行ううえで関連業法等を順守することが重要である。ＦＰの行為に関する次の（ア）～（エ）の記述に

ついて、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、記載のない資格の登録等について

は一切考慮しないものとする。 

 

（ア）弁護士の登録を受けていないＦＰが、顧客から離婚後の生活設計等について相談を受け、その顧

客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について協議を行い、報酬を受け取った。 

（イ）弁護士または司法書士の登録を受けていないＦＰが、相続財産である不動産の登記申請を代行し

た。 
 

（ウ）金融商品取引業の登録を受けていないＦＰが、資産運用を検討している顧客に対し、ＮＩＳＡ

（少額投資非課税制度）の仕組みを説明した。 

（エ）税理士の登録を受けていないＦＰが、参加費有料の相続対策セミナーで、仮定の事例に基づく一

般的な解説を行い、講師料を受け取った。 

 

問２ 

 フィデューシャリー・デューティー（受託者責任）を遂行する軸として金融庁が公表している「顧客

本位の業務運営に関する原則」（以下「本原則」という）に関する次の記述のうち、最も不適切なもの

はどれか。 

 

１．本原則では、金融事業者は特に定義されておらず、顧客本位の業務運営を目指す金融事業者におい

て幅広く採択されることが期待されている。 

２．本原則では、金融事業者は顧客の資産状況、取引経験、知識等を把握し、当該顧客にふさわしい金

融商品の販売、推奨等を行うべきとしている。 

３．本原則は、金融庁が原則のみを示し、金融事業者が各々の置かれた状況に応じて自主的に方針の策

定に取り組むように促すものである。 

４．本原則を採択する場合、金融事業者が策定した業務運営に関する方針は、一貫して継続する必要が

あるため、定期的な見直しは不要である。 

 

  



 

 

－2－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問３ 

 長谷川さんはＲＭ投資信託を新規募集時に１００万口購入し、特定口座（源泉徴収選択口座）で保有

して収益分配金を受け取っている。下記＜資料＞に基づき、長谷川さんが保有するＲＭ投資信託に関す

る次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 

 

＜資料＞ 
 

［ＲＭ投資信託の商品概要（新規募集時）］ 

投資信託の分類：追加型投資信託／国内／株式 

決算および収益分配：毎年１０月９日（休業日の場合には翌営業日） 

申込価格：１口当たり１円 

申込単位：１万口以上１口単位 

基準価額：当ファンドにおいては、１万口当たりの価額で表示 

購入時手数料（税込み）：購入金額１,０００万円未満 購入金額に対し３.３％ 

購入金額１,０００万円以上 購入金額に対し２.２％ 

運用管理費用（信託報酬）（税込み）：純資産総額に対し年１.６５０％ 

信託財産留保額：１万口につき解約請求日の翌営業日の基準価額に０.３％を乗じた額 

 

［長谷川さんが保有するＲＭ投資信託の収益分配金受取時の運用状況（１万口当たり）］ 

収益分配前の個別元本：９,６００円 

収益分配前の基準価額：１０,０００円 

収益分配金：１,０００円 

収益分配後の基準価額：９,０００円 

 

 

・ 長谷川さんが、ＲＭ投資信託を新規募集時に１００万口購入した際に、支払った購入時手数料

（税込み）は、（ ア ）である。 

・ 収益分配時に、長谷川さんに支払われた収益分配金のうち６００円（１万口当たり）は（ イ ）

である。 

 

１．（ア）３３,０００円 （イ）元本払戻金（特別分配金） 

２．（ア）３３,０００円 （イ）普通分配金 

３．（ア）４９,５００円 （イ）元本払戻金（特別分配金） 

４．（ア）４９,５００円 （イ）普通分配金 

 

  



 

 

－3－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問４ 

 下記＜資料＞の債券を満期（償還）時まで保有した場合の最終利回り（単利・年率）を計算しなさい。

なお、手数料や税金等については考慮しないものとし、計算結果については小数点以下第４位を切り捨

て、小数点以下第３位までの数値を解答すること。また、解答に当たっては、解答欄に記載されている

単位に従うこと。 

 

＜資料＞ 
 

表面利率：年０.５０％ 

購入価格：額面１００円につき１００.５０円 

償還価格：額面１００円につき１００.００円 

残存期間：８年 

 

 

問５ 

 下記＜資料＞に基づく次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる数値を計算しなさい。なお、計算結

果については小数点以下第３位を四捨五入し、小数点以下第２位までの数値を解答すること。 

 

＜資料＞ 

株価 ３,４６０円 

１株当たり当期純利益 ５６０円 

１株当たり純資産 ２,５６０円 

１株当たり総資産 ７,４００円 

１株当たり年間配当金 ２００円 
 

 

・ 配当性向は、（ ア ）％である。 

・ ＰＢＲ（株価純資産倍率）は、（ イ ）倍である。 

 

  



 

 

－4－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問６ 

 露木さんが取引をしている国内の証券会社から送付された当年分の特定口座年間取引報告書（抜粋）

が下記＜資料＞のとおりである場合、翌年に繰り越すことのできる上場株式等の譲渡損失の金額（上限）

を計算しなさい。なお、露木さんはこの他に有価証券取引は行っておらず、前年以前から繰り越された

上場株式等の譲渡損失はないものとする。また、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従

うこと。 

 

＜資料＞ （単位：円） 

① 譲渡の対価の額 

（収入金額） 

② 取得費及び譲渡に要した費用の額等 

 

③ 差引金額（譲渡所得等の金額) 

（①－②） 

３,５００,０００ ５,３００,０００ ＊＊＊ 

 

特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等 

種類 配当等の額 
源泉徴収税額 

（所得税） 

配当割額 

（住民税） 
特別分配金の額 

④ 株式、出資又は基金 200,000 30,630 10,000  

⑤ 特定株式投資信託     

⑥ 投資信託又は特定受益証券発行信託 

（⑤、⑦及び⑧以外） 
    

⑦ オープン型証券投資信託 100,000 15,315 5,000 30,000 

⑧ 国外株式又は国外投資信託等     

⑨ 合計（④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧） ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

上
記
以
外
の
も
の 

⑩ 公社債 10,000 1,531 500  

⑪ 社債的受益権     

⑫ 投資信託又は特定受益証券発行信託 

（⑬及び⑭以外） 
    

⑬ オープン型証券投資信託     

⑭ 国外公社債等又は国外投資信託等     

⑮ 合計（⑩＋⑪＋⑫＋⑬＋⑭） ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

※問題作成の都合上、一部を「＊＊＊」にしてある。 

 

  



 

 

－5－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問７ 

 ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）に関する次の（ア）～（エ）の記述について、適切なものは○、不

適切なものは×を選択しなさい。 

 

（ア）成長投資枠で定額積立投資をすることはできない。 

（イ）つみたて投資枠と成長投資枠で保有できる簿価ベースの残高金額には１,２００万円の上限が設け

られており、そのうち成長投資枠で保有できる金額の上限は６００万円である。 

（ウ）つみたて投資枠では年１２０万円、成長投資枠では年２４０万円の非課税投資枠があるが、同じ

年に２つの投資枠を併用することはできない。 

（エ）ＮＩＳＡ口座を現在開設している金融機関から別の金融機関に変更する場合、変更したい年分の

前年の１０月１日から変更したい年分の属する年の９月３０日までに変更手続きを行う必要がある。 

 

問８ 

 建築基準法に従い、下記＜資料＞の土地に耐火建築物を建てる場合の建築面積の最高限度を計算しな

さい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答欄

に記載されている単位に従うこと。 

 

＜資料＞ 
 

 

 

  

幅員６ｍ市道 

（２４０ｍ2） 

・ 第二種住居地域 

・ 防火地域 

・ 指定建蔽率   ６０％ 

・ 指定容積率  ４００％ 

・ 前面道路の幅員に対する 

法定乗数  ４／１０ 

１２ｍ 

２０ｍ 



 

 

－6－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問９ 

 固定資産税に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切

なものはどれか。 

 

固定資産税は市町村（東京２３区は東京都）が、毎年（ ア ）現在の土地や家屋等の所有者に対

して課税する。課税標準は固定資産税評価額だが、一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地

（小規模住宅用地）は、住宅１戸当たり（ イ ）以下の部分について、課税標準額が固定資産税

評価額の（ ウ ）になる特例がある。 
 

 

１．（ア）１月１日 （イ）２００ｍ2 （ウ）６分の１ 

２．（ア）１月１日 （イ）２４０ｍ2 （ウ）３分の１ 

３．（ア）４月１日 （イ）２００ｍ2 （ウ）３分の１ 

４．（ア）４月１日 （イ）２４０ｍ2 （ウ）６分の１ 

 

問１０ 

 借地借家法に基づく借地権に関する次の（ア）～（エ）の記述について、適切なものは○、不適切な

ものは×を選択しなさい。なお、本問においては、借地借家法第２２条の借地権を一般定期借地権とい

い、同法第２２条から第２４条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない事

項については一切考慮しないものとする。 

 

・ 普通借地権の初回の存続期間を３０年、１回目の更新後の存続期間を１０年とした場合、その

契約は（ ａ ）である。普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設

定者に契約の更新を請求したときは、（ ｂ ）、存続期間を除き、原則として従前の契約と同

一の条件で契約を更新したものとみなされる。 

・ 一般定期借地権は、５０年以上の期間を設定し、契約は（ ｃ ）によってしなければならな

いとされている。 

・ 建物譲渡特約付借地権とは、存続期間が（ ｄ ）以上の借地権において、借地権を消滅させ

るために、借地権者が借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡

する旨の特約を定めた借地権である。なお、借地権者または建物の賃借人で、借地権消滅後に

建物の使用を継続している者が請求したときは、借地権設定者との間で建物の賃貸借が成立する。 

 

（ア）空欄（ａ）にあてはまる語句は、「有効」である。 

（イ）空欄（ｂ）にあてはまる語句は、「借地上の建物の有無にかかわらず」である。 

（ウ）空欄（ｃ）にあてはまる語句は、「公正証書による等の書面（電磁的記録による場合を含む）」である。 

（エ）空欄（ｄ）にあてはまる語句は、「３０年」である。 

 

  



 

 

－7－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問１１ 

 田村さんは、所有しているマンションを賃貸している。賃貸マンションに係る当年分の収入および支

出等が下記＜資料＞のとおりである場合、当年分の所得税における不動産所得の金額を計算しなさい。

なお、＜資料＞以外の収入および支出等はないものとし、青色申告特別控除は考慮しないものとする。

また、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。 

 

＜資料＞ 
 

・ 賃料収入（総収入金額）：１４４万円 

・ 支出 

銀行へのローン返済金額：５０万円（元金４０万円、利息１０万円） 

管理費等：１５万円 

管理業務委託費：８万円 

火災保険料：１万円 

固定資産税等税金：１２万円 

修繕費：５万円 

・ 減価償却費：３０万円 

※支出等のうち必要経費となるものは、すべて当年分の所得に係る必要経費に該当するものとする。 

 

 

問１２ 

 米田さんは、８年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却

を検討している。売却に係る状況が下記＜資料＞のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所

得の金額を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。また、解答に

当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。 

 

＜資料＞ 
 

取得費：土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。 

譲渡価額（合計）：５,６００万円 

譲渡費用（合計）：２１０万円 

※居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。 

 

  



 

 

－8－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問１３ 

 布施秀雄さんが保険契約者（保険料負担者）および被保険者として加入している下記＜資料＞の生命

保険の保障内容に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる数値を計算しなさい。なお、保険

金および給付金の支払事由が生じたときにおいて、特約を含む保険契約は有効に継続しているものとし、

秀雄さんはこれまでに＜資料＞の保険から、保険金・給付金を一度も受け取っていないものとする。ま

た、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。 

 

＜資料１＞ 
 

無配当定期保険特約付終身保険 保険証券番号×××－×××× 

保険契約者 布施 秀雄 様 
 ◇契約日（保険期間の始期） 

２０××年×月×日 
 
◇主契約の保険期間 
終身 

 
◇主契約の保険料払込期間 
３０年間 

 
◇特約の保険期間 
１０年（８０歳まで自動更新） 

被保険者 
布施 秀雄 様 

契約年齢 ３５歳 男性 

受取人 
[死亡保険金］ 

布施 咲江 様（妻） 

 
◇ご契約内容 ◇お払い込みいただく合計保険料 

終身保険金額（主契約保険金額）  ２００万円  
毎回 ××,×××円 

定期保険特約保険金額  ２,５００万円 

三大疾病保障定期保険特約保険金額  ５００万円 ［保険料払込方法］ 

月払い 災害割増特約保険金額  ２,０００万円 

災害入院特約 入院５日目から 日額 ５,０００円  

 
疾病入院特約 入院５日目から 日額 ５,０００円 

※約款所定の手術を受けた場合、手術の種類に応じて入院給付金日額の１０

倍・２０倍・４０倍の手術給付金を支払います。 

※入院給付金の１入院当たりの限度日数は１２０日、通算限度日数は１,０９５日です。 

※１８０日以内に同じ病気で再度入院した場合は１回の入院とみなします。 

 



 

 

－9－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

＜資料２＞ 
 

終身医療保険 保険証券番号×××－×××× 

保険契約者 布施 秀雄 様 
 

◇契約日（保険期間の始期） 

２０××年×月×日 
 
◇保険期間 

終身 
 
◇保険料払込期間 

終身 

被保険者 
布施 秀雄 様 

契約年齢 ３７歳 男性 

受取人 

［給付金］ 

被保険者 様 

［死亡保険金］ 

布施 咲江 様（妻） 

受取割合 

１０割 

 
◇ご契約内容 ◇お払い込みいただく合計保険料 

疾病入院給付金 １日目から 日額 ５,０００円  
毎回 ×,×××円 

災害入院給付金 １日目から 日額 ５,０００円 

手術給付金 １回につき １０万円 ［保険料払込方法］ 

月払い ※約款所定の手術を受けた場合、手術給付金を支払います。 

通院給付金 １日につき ３,０００円 

 ※退院後の通院に限り、通院給付金を支払います。 

死亡保険金  ２０万円 

※入院給付金の１入院当たりの限度日数は６０日、通算限度日数は１,０９５日です。 
 
 

・ 秀雄さんが現時点で、肺炎で１８日間継続して入院し（手術は受けていない）、退院の翌日から約

款所定の期間内に１０日間通院した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は

（ ア ）万円である。 

・ 秀雄さんが現時点で、初めてがん（悪性新生物）と診断され、治療のため４４日間継続して入

院し、その間に約款所定の手術（給付倍率４０倍）を１回受けた場合、保険会社から支払われ

る保険金・給付金の合計は（ イ ）万円である。 

・ 秀雄さんが現時点で、交通事故で死亡（入院・手術なし）した場合、保険会社から支払われる

保険金・給付金の合計は（ ウ ）万円である。 

 

※約款所定の手術は、＜資料１＞および＜資料２＞の保険ともに該当するものである。 

 

 

  



 

 

－10－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問１４ 

 小川さんが当年中に支払った保険料等は、下記＜資料＞のとおりである。下記＜資料＞に基づく小川

さんの当年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、いず

れの契約も適正に保険料は支払われており、生命保険料控除の対象となる要件を満たしているものとす

る。また、控除額が最も大きくなる組み合わせを用いるものとし、扶養親族や配当金など記載のない事

項については一切考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

［小川さんが当年中に支払った保険料］ 

契約 保険種類 契約年 
保険料 

払込方法 
年間正味払込保険料 備考 

① 医療保障保険（団体型） ２００８年 月払い  ４８,０００円 （注１） 

② 介護保障保険 ２０１６年 月払い  ６０,０００円 （注２） 

③ 個人年金保険 ２００５年 月払い １２０,０００円 （注３） 

（注１）毎年自動更新する１年契約のものであり特約の付加および死亡保障はない。 

（注２）死亡保険金額と介護保険金額が同額である。 

（注３）税制適格特約付個人年金保険である。また、当年中に保険料の自動振替貸付制度が適用さ

れており、年間正味払込保険料のうち、３０,０００円は自動振替貸付により充当された金

額である。 
 

［所得税の生命保険料控除の控除額の速算表］ 

（１）２０１１年１２月３１日以前に締結した保険契約（旧契約）等に係る控除額 

年間の支払保険料の合計 控除額 

 ２５,０００円 以下 支払保険料の全額 

２５,０００円 超 ５０,０００円 以下 支払保険料×１／２＋１２,５００円 

５０,０００円 超 １００,０００円 以下 支払保険料×１／４＋２５,０００円 

１００,０００円 超  ５０,０００円 
 

（２）２０１２年１月１日以後に締結した保険契約（新契約）等に係る控除額 

年間の支払保険料の合計 控除額 

 ２０,０００円 以下 支払保険料の全額 

２０,０００円 超 ４０,０００円 以下 支払保険料×１／２＋１０,０００円 

４０,０００円 超 ８０,０００円 以下 支払保険料×１／４＋２０,０００円 

８０,０００円 超  ４０,０００円 
 

（注）支払保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた

残りの金額をいう。 

 

１．  ９０,０００円 

２． １１４,５００円 

３． １１７,０００円 

４． １２０,０００円  



 

 

－11－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問１５ 

 下記＜資料＞の養老保険のハーフタックスプラン（福利厚生プラン）に関する次の（ア）～（エ）の

記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、当該法人の役員・従業員の

大部分は法人の同族関係者ではない。 

 

＜資料＞ 

保険の種類 養老保険 

保険契約者（保険料負担者）および 

満期保険金受取人 
株式会社ＡＹ 

被保険者 役員・従業員 

死亡保険金受取人 被保険者の遺族 

 

（ア）養老保険に入院特約等を付加した場合、株式会社ＡＹが支払った養老保険部分の保険料の２分の１

相当額を福利厚生費として損金の額に算入することはできない。 

（イ）課長以上の役職者全員を被保険者とする役職による加入基準を設けた場合、職種等に応じた合理

的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められない。 

（ウ）死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、株式会社ＡＹは当該契約に係る資産計上額を取

り崩し、同額を損金の額に算入する。 

（エ）役員・従業員の２分の１以上が被保険者となれば、株式会社ＡＹが支払った保険料の２分の１相

当額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。 

  



 

 

－12－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問１６ 

 下記＜資料＞に基づき、真野さんが契約している火災保険に関する次の記述のうち、最も不適切なも

のはどれか。なお、超過保険や一部保険には該当せず、保険契約は有効に継続しているものとする。ま

た、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

火災保険証券 
 

保険契約者  記名被保険者 

住所 ×××× ×－×× 

氏名 真野 大輔 様 
 保険契約者に同じ 

 
証券番号 ××－××××× 

 
火災保険期間 ２０××年×月×日 午後×時から 

 ２０××年×月×日 午後×時まで 

 ５年間 

 

火災保険料 ××,×××円 

地震保険料 ××,×××円 

保険料払込方法  年払い 

地震保険期間 ２０××年×月×日から５年間  
 

保険の対象等  

保険の対象 
火災保険：建物、家財 

地震保険：建物、家財 

所在地 保険契約者住所に同じ 

構造級別 Ｈ構造（非耐火） 

面積 ７８.６０ｍ2 

建物建築年月 ２０××年×月 
 

建物・家財等に関する補償 

事故の種類 
補償の 

有無 
建物保険金額 

補償の 

有無 
家財保険金額 

① 火災、落雷、破裂・爆発 ○ 
１,２００万円 

（免責金額 ０円） 
○ 

６００万円 

（免責金額 ０円） 

② 風災、ひょう災、雪災 ○ 
１,２００万円 

（免責金額 ０円） 
○ 

６００万円 

（免責金額 ０円） 

③ 盗難 ○ 
１,２００万円 

（免責金額 ０円） 
○ 

６００万円 

（免責金額 ０円） 

④ 水災 ○ 
１,２００万円 

（免責金額 ０円） 
○ 

６００万円 

（免責金額 ０円） 

⑤ 破損、汚損等 ○ 
１,２００万円 

（免責金額 １万円） 
○ 

６００万円 

（免責金額 １万円） 

⑥ 地震、噴火、津波（地震

保険） 
〇 ６００万円 ○ ３００万円 

 
その他の補償・付帯している特約 

個人賠償責任特約 ○ 
日常生活での賠償事故の補償 
保険金額：１億円（免責金額 ０円） 

※「補償の有無」について、○は有、×は無を示すものとする。  



 

 

－13－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

１．噴火により、建物と家財が全損となった場合でも、補償の対象とならない。 

２．真野さんの飼い犬が、近所の子どもにかみついてケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任は、補

償の対象となる。 

３．自宅の車庫に置いていた自動車が火災により損壊した場合でも、家財として補償の対象とならない。 

４．突風により、建物と家財が全損となった場合、合計で１,８００万円の損害保険金が支払われる。 

 

問１７ 

 西川さんは地震保険の加入を検討している。下記＜資料＞に基づく西川さんの自宅に係る年間の地震

保険料を計算しなさい。なお、西川さんの自宅は岡山県にあるイ構造のマンションで、火災保険の保険

金額は１,８００万円であり、地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額に基づく契約可能な最大額

とする。また、地震保険料の割引制度は考慮せず、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に

従うこと。 

 

＜資料：年間保険料例（地震保険金額１００万円当たり、割引適用なしの場合)＞ 

建物の所在地（都道府県） 
建物の構造区分 

イ構造※ ロ構造※ 

北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・栃木県・群馬県・ 

新潟県・富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・ 

京都府・兵庫県・奈良県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・ 

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県 

７３０円 １,１２０円 

宮城県・福島県・山梨県・愛知県・三重県・大阪府・ 

和歌山県・香川県・愛媛県・宮崎県・沖縄県 
１,１６０円 １,９５０円 

茨城県・徳島県・高知県 ２,３００円 

４,１１０円 埼玉県 ２,６５０円 

千葉県・東京都・神奈川県・静岡県 ２,７５０円 

※イ構造：主として鉄骨・コンクリート造の建物、ロ構造：主として木造の建物 

 

  



 

 

－14－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問１８ 

 伊丹さん（６６歳）の当年分の収入および経費は以下のとおりである。伊丹さんの当年分の所得税に

おける総所得金額を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとし、総所得

金額が最も少なくなるように計算すること。また、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に

従うこと。 

 

＜収入および経費＞ 

内容 金額 

老齢基礎年金 ７２万円 

遺族厚生年金 １１４万円 

駐車場収入 ９６万円 

駐車場収入に係る経費 １８万円 

※伊丹さんは、駐車場経営を始めた６年前から青色申告者となっており、帳簿書類の備え付け等により、

１０万円の青色申告特別控除の適用を受けるための要件を満たしている。なお、この駐車場経営は、

事業的規模には該当しない。 

 

＜公的年金等控除額の速算表＞ 

納税者区分 公的年金等の収入金額（Ａ） 

公的年金等控除額 

公的年金等に係る雑所得以外の所得

に係る合計所得金額 

１,０００万円 以下 

６５歳未満の者 

 １３０万円 以下 ６０万円 

１３０万円 超 ４１０万円 以下 （Ａ）×２５％＋ ２７.５万円 

４１０万円 超 ７７０万円 以下 （Ａ）×１５％＋ ６８.５万円 

７７０万円 超 １,０００万円 以下 （Ａ）× ５％＋１４５.５万円 

１,０００万円 超  １９５.５万円 

６５歳以上の者 

 ３３０万円 以下 １１０万円 

３３０万円 超 ４１０万円 以下 （Ａ）×２５％＋ ２７.５万円 

４１０万円 超 ７７０万円 以下 （Ａ）×１５％＋ ６８.５万円 

７７０万円 超 １,０００万円 以下 （Ａ）× ５％＋１４５.５万円 

１,０００万円 超  １９５.５万円 

 

  



 

 

－15－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問１９ 

 会社員の松尾さんの退職に係るデータが下記＜資料＞のとおりである場合、松尾さんの退職一時金に

係る退職所得の金額を計算しなさい。なお、松尾さんは勤務先の役員であったことはなく、退職は障害

者になったことに基因するものではない。また、記載のない事項については一切考慮しないものとし、

解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。 

 

＜資料＞ 

支給される退職一時金 ２,２００万円 

勤続期間 ３５年１０ヵ月 

 

 

  



 

 

－16－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問２０ 

 会社員の小谷さんが、配当所得のすべてについて総合課税を選択した場合、下記＜資料＞に基づく小

谷さんの当年分の所得税における配当控除の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項

については一切考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

［小谷さんの当年分の給与所得の金額および所得控除額］ 

給与所得の金額 １,２５０万円 

所得控除額 ２９０万円 

 

［小谷さんが当年中に受け取った配当金］ 

銘柄 
配当金の金額 

（税引前） 
左記の計算期間 備考 

株式会社ＰＡ ３０万円 １２ヵ月 

内国法人から受け取った非上場株式に

係る利益剰余金の配当で、少額配当に

該当するものはない。 

株式会社ＰＢ ２３万円 １２ヵ月 
内国法人から受け取った上場株式に係

る利益剰余金の配当である。 

 

［剰余金の配当等に係る配当控除の控除率］ 

 課税総所得金額等 控除率 

① 
その年分の課税総所得金額等が１,０００万円

以下である場合 
１０％ 

② 

その年分の課税総所得金額等が１,０００万円

を超え、かつ、課税総所得金額等から配当所得

の金額を差し引いた金額が１,０００万円以下

である場合 

課税総所得金額等１,０００万円以下の部

分の配当所得：１０％ 

課税総所得金額等１,０００万円超の部分

の配当所得：５％ 

③ 

その年分の課税総所得金額等から配当所得の金

額を差し引いた金額が１,０００万円を超える

場合 

５％ 

 
 

１． ２６,５００円 

２． ３３,０００円 

３． ４６,５００円 

４． ５３,０００円 

 

  



 

 

－17－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問２１ 

 個人事業主として飲食業を営む大野さん（青色申告者）の当年分の飲食業の財務データが下記＜資

料＞のとおりである場合、大野さんの当年分の所得税における事業所得の金額を計算しなさい。なお、

解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。 

 

＜資料＞ 

売上高（収入金額） １,５６０万円 

売上原価 ４８０万円 

販売費および一般管理費 ６４０万円 

青色事業専従者給与 １８０万円 

※青色事業専従者給与は大野さんの妻に対して支払われたものであり、この金額は販売費および一般管

理費に含まれていない。 

※大野さんは、青色申告特別控除１０万円の適用を受けるものとする。 

 

問２２ 

 住宅借入金等特別控除（以下「住宅ローン控除」という）に関する次の（ア）～（エ）の記述につい

て、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、記載のない事項については住宅ローン

控除の適用要件をすべて満たしているものとする。 

 

（ア）住宅ローン控除は、取得した住宅への入居が取得した年の翌年となった場合であっても、取得し

た年分から適用を受けることができる。 

（イ）当年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合、その差額を翌年度の住民税か

ら控除することができるが、そのためには、市区町村への住民税の申告が必要である。 

（ウ）夫婦が連帯債務により住宅ローンを組んで共有名義で住宅を取得した場合、夫婦それぞれが住宅

ローン控除の適用を受けることができる。 

（エ）住宅ローン控除の適用を受けていた者が、勤務先からの転勤命令により同居家族と共に転居し、

家屋を居住の用に供しなくなり住宅ローン控除の適用を受けることができなくなった場合であっ

ても所定の手続きを行い、転勤終了後にその家屋に戻って再び居住の用に供したときは、残りの

控除期間について住宅ローン控除の再適用を受けることができる。 

 

  



 

 

－18－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問２３ 

 下記＜相続人等関係図＞の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の

記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解

答欄に入力しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。また、記載のない事項について

は一切考慮しないものとする。 

 

＜相続人等関係図＞ 

 

 

［各自の法定相続分と遺留分］ 

・ 被相続人の孫Ａの法定相続分は（ ア ）である。 

・ 被相続人の孫Ａの遺留分は（ イ ）である。 

・ 被相続人の孫Ｂの遺留分は（ ウ ）である。 

 

 

＜語群＞ 

１．ゼロ    ２． １／２   ３． １／３   ４． ２／３    ５． １／４ 

６．１／６   ７． １／８   ８． １／９   ９． １／１２ 

 

 

 

  

孫Ｂ 

二男の妻 二男 

（相続放棄） 

配偶者 被相続人 

孫Ａ 

長男 長男の妻 

（すでに死亡） 



 

 

－19－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問２４ 

 下記の相続事例における相続税の課税価格の合計額を計算しなさい。なお、記載のない事項について

は一切考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。 

 

＜課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額＞ 

土地：８００万円（小規模宅地等の特例適用後） 

建物：３００万円 

現預金：１,０００万円 

死亡保険金：１,２００万円（生命保険金等の非課税限度額控除前） 

債務および葬式費用：２００万円 

 

＜相続人等関係図＞ 

 

※｢小規模宅地等の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものと

する。 

※死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。 

※すべての相続人は、相続により財産を取得している。 

※相続開始前７年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課

税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。 

※債務および葬式費用は被相続人の配偶者がすべて負担している。 

 

 

 

  

 配偶者 

長女 

被相続人 



 

 

－20－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問２５ 

 二木さん（５９歳）は当年中に夫から居住用不動産（財産評価額２,８００万円）の贈与を受けた。

二木さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の当年分の贈与税額を計算しなさい。なお、当年に

おいては、このほかに二木さんが受けた贈与はないものとし、記載のない事項については一切考慮しな

いものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算するものとし、解答に当たって

は、解答欄に記載されている単位に従うこと。 

 

＜贈与税の速算表＞ 

（イ）１８歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合（特例贈与財産、特例税率） 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額 

 ２００万円 以下 １０％ － 

２００万円 超 ４００万円 以下 １５％  １０万円 

４００万円 超 ６００万円 以下 ２０％  ３０万円 

６００万円 超 １,０００万円 以下 ３０％  ９０万円 

１,０００万円 超 １,５００万円 以下 ４０％ １９０万円 

１,５００万円 超 ３,０００万円 以下 ４５％ ２６５万円 

３,０００万円 超 ４,５００万円 以下 ５０％ ４１５万円 

４,５００万円 超  ５５％ ６４０万円 

 

（ロ）上記（イ）以外の場合（一般贈与財産、一般税率） 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額 

 ２００万円 以下 １０％ － 

２００万円 超 ３００万円 以下 １５％  １０万円 

３００万円 超 ４００万円 以下 ２０％  ２５万円 

４００万円 超 ６００万円 以下 ３０％  ６５万円 

６００万円 超 １,０００万円 以下 ４０％ １２５万円 

１,０００万円 超 １,５００万円 以下 ４５％ １７５万円 

１,５００万円 超 ３,０００万円 以下 ５０％ ２５０万円 

３,０００万円 超  ５５％ ４００万円 

 

  



 

 

－21－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問２６ 

 下記＜資料＞の土地に係る路線価方式による普通借地権の相続税評価額として、正しいものはどれか。

なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

 
 

注１：奥行価格補正率（２０ｍ以上２４ｍ未満） １.００ 

注２：借地権割合 ７０％ 

注３：借家権割合 ３０％ 
 

 

１．  ４５,０００千円 

２． １０５,０００千円 

３． １１８,５００千円 

４． １５０,０００千円 

 

 

  

（５００ｍ2） ２０ｍ 

２５ｍ 

３００Ｃ 



 

 

－22－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問２７ 

 配偶者短期居住権に関する次の（ア）～（エ）の記述について、適切なものは○、不適切なものは×

を選択しなさい。なお、記載のない事項については要件をすべて満たしているものとする。 

 

（ア）配偶者が相続放棄をした場合であっても、配偶者短期居住権は直ちに消滅しない。  

（イ）居住建物の取得者は、配偶者短期居住権を有する配偶者に対し、配偶者短期居住権の設定の登記

を備えさせる義務はない。 

（ウ）配偶者短期居住権を有する配偶者は、その後の遺産分割協議により、配偶者居住権を取得するこ

とはできない。 

（エ）配偶者短期居住権を有する配偶者が、居住建物の取得者の承諾を得ずに第三者に居住建物を使用

させた場合であっても、居住建物の取得者は、配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住

権を消滅させることはできない。 

 

  



 

 

－23－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問２８ 

 島田家が考えている進学プランは下記＜資料＞のとおりである。下記＜資料＞に基づく島田家のキャ

ッシュフロー表の空欄（ア）にあてはまる教育費の予測数値を計算しなさい。なお、記載のない事項に

ついては一切考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

［島田家の進学プラン］ 

春香 公立小学校 → 公立中学校 → 私立高等学校 → 私立大学 

雄太 公立小学校 → 公立中学校 → 公立高等学校 → 国立大学 
 

［教育費］ 

 
中学校 高校 

公立 私立 公立 私立 

年間教育費 ５０万円 １５５万円 ５５万円 １００万円 
 

［計算に際しての留意点］ 

上記の教育費は基準年の金額とする。 

 

＜島田家のキャッシュフロー表＞ （単位：万円) 

経過年数 基準年 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 

家族・ 

年齢 

島田 正人 本人 ４１歳 ４２歳 ４３歳 ４４歳 ４５歳 

   京子 妻 ３８歳 ３９歳 ４０歳 ４１歳 ４２歳 

   春香 長女 １４歳 １５歳 １６歳 １７歳 １８歳 

   雄太 長男 １０歳 １１歳 １２歳 １３歳 １４歳 

ライフイベント 
 

  
春香 

高校入学 

雄太 

中学校入学 
 

変動率 

収入 

給与収入（本人） １％ ４８０     

給与収入（妻） １％ ３４０     

収入合計 － ８２０     

支出 

基本生活費 ２％ ３１０     

住宅関連費 － ２４２ ２４２ ２４２ ２４２ ２４２ 

教育費 １％ ６０    （ ア ） 

保険料 － １８ １８ １８ １８ １８ 

一時的支出 －      

その他支出 － １２ １２ １２ １２ １２ 

支出合計 － ６４２     

年間収支  １７８     

金融資産残高 １％ ５４０     

※年齢および金融資産残高は各年１２月３１日現在のものとする。 

※給与収入は可処分所得で記載している。 

※記載されている数値は正しいものとする。また、問題作成の都合上、一部を空欄としている。 

※各項目の計算に当たっては端数を残し、表中に記入の際は万円未満四捨五入したものを使用するこ

と。ただし、金融資産残高は各年ごとに端数を残さず、万円未満四捨五入のうえ計算すること。 

※収入合計と支出合計、年間収支は表中に記載すべき整数で計算すること。  



 

 

－24－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問２９ 

 下記は、中村家のキャッシュフロー表（一部抜粋）である。このキャッシュフロー表の空欄（ア）に

あてはまる数値を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 

 

＜中村家のキャッシュフロー表＞ （単位：万円) 

経過年数 基準年 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 

家族・ 

年齢 

中村 徹 本人 ３８歳 ３９歳 ４０歳 ４１歳 ４２歳 

   麻里 妻 ３５歳 ３６歳 ３７歳 ３８歳 ３９歳 

   仁美 長女  ７歳  ８歳  ９歳 １０歳 １１歳 

ライフイベント 

 

仁美 

小学校入学 
  海外旅行  

 

 

変動率 

収入 

給与収入（本人） １％ ４８０     

給与収入（妻） － ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ 

収入合計 － ５６０     

支出 

基本生活費 ２％ ２５０     

住宅関連費 － １９２ １９２ １９２ １９２ １９２ 

教育費 －   ４０   

保険料 － １８ １８ １８ １８ １８ 

一時的支出 －    １２０  

その他支出 － １２ １２ １２ １２ １２ 

支出合計 － ５２２     

年間収支  ３８  ４８   

金融資産残高 １％ ５４０ ５９３ （ ア ）   

※年齢および金融資産残高は各年１２月３１日現在のものとする。 

※給与収入は可処分所得で記載している。 

※記載されている数値は正しいものとする。また、問題作成の都合上、一部を空欄としている。 

※各項目の計算に当たっては端数を残し、表中に記入の際は万円未満四捨五入したものを使用すること。

ただし、金融資産残高は各年ごとに端数を残さず、万円未満四捨五入のうえ計算すること。 

※収入合計と支出合計、年間収支は表中に記載すべき整数で計算すること。 

 

問３０ 

 日本学生支援機構の奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．貸与型奨学金は原則として、学生本人が申込人になる。 

２．奨学金には、進学前に申し込む「予約採用」と、進学後に申し込む「在学採用」がある。 

３．貸与型奨学金の「第二種」は、無利子である。 

４．給付型奨学金における支給金額は、収入基準に応じて、国公立・私立の別、自宅通学・自宅外通学

の別などによって決められている。 

  



 

 

－25－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問３１ 

 最上さんは、将来の子どもの進学費用の準備として新たに積立てを開始する予定である。毎年年末に

４０万円を積み立てるものとし、６年間、年利１.０％で複利運用しながら積み立てた場合、６年後の

合計額はいくらになるか、下記の係数早見表を乗算で使用し、計算しなさい。なお、税金は一切考慮し

ないものとし、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。 

 

＜係数早見表（年利率１.０％)＞ 

 終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数 

１年 １.０１０ ０.９９０ １.０００ １.０１０ １.０００ ０.９９０ 

２年 １.０２０ ０.９８０ ０.４９８ ０.５０８ ２.０１０ １.９７０ 

３年 １.０３０ ０.９７１ ０.３３０ ０.３４０ ３.０３０ ２.９４１ 

４年 １.０４１ ０.９６１ ０.２４６ ０.２５６ ４.０６０ ３.９０２ 

５年 １.０５１ ０.９５１ ０.１９６ ０.２０６ ５.１０１ ４.８５３ 

６年 １.０６２ ０.９４２ ０.１６３ ０.１７３ ６.１５２ ５.７９５ 

７年 １.０７２ ０.９３３ ０.１３９ ０.１４９ ７.２１４ ６.７２８ 

８年 １.０８３ ０.９２３ ０.１２１ ０.１３１ ８.２８６ ７.６５２ 

９年 １.０９４ ０.９１４ ０.１０７ ０.１１７ ９.３６９ ８.５６６ 

１０年 １.１０５ ０.９０５ ０.０９６ ０.１０６ １０.４６２ ９.４７１ 

１５年 １.１６１ ０.８６１ ０.０６２ ０.０７２ １６.０９７ １３.８６５ 

２０年 １.２２０ ０.８２０ ０.０４５ ０.０５５ ２２.０１９ １８.０４６ 

２５年 １.２８２ ０.７８０ ０.０３５ ０.０４５ ２８.２４３ ２２.０２３ 

３０年 １.３４８ ０.７４２ ０.０２９ ０.０３９ ３４.７８５ ２５.８０８ 

※記載されている数値は正しいものとする。 

 

  



 

 

－26－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問３２ 

 榎本さんは、自宅のリフォーム費用５５０万円をリフォームローンにより返済しようと考えている。

今後５年間、年利１.０％で毎年借入応当日に元利均等返済をする場合、毎年の返済額はいくらになる

か、下記の係数早見表を乗算で使用し、計算しなさい。なお、税金は一切考慮しないものとし、解答に

当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。 

 

＜係数早見表（年利率１.０％)＞ 

 終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数 

１年 １.０１０ ０.９９０ １.０００ １.０１０ １.０００ ０.９９０ 

２年 １.０２０ ０.９８０ ０.４９８ ０.５０８ ２.０１０ １.９７０ 

３年 １.０３０ ０.９７１ ０.３３０ ０.３４０ ３.０３０ ２.９４１ 

４年 １.０４１ ０.９６１ ０.２４６ ０.２５６ ４.０６０ ３.９０２ 

５年 １.０５１ ０.９５１ ０.１９６ ０.２０６ ５.１０１ ４.８５３ 

６年 １.０６２ ０.９４２ ０.１６３ ０.１７３ ６.１５２ ５.７９５ 

７年 １.０７２ ０.９３３ ０.１３９ ０.１４９ ７.２１４ ６.７２８ 

８年 １.０８３ ０.９２３ ０.１２１ ０.１３１ ８.２８６ ７.６５２ 

９年 １.０９４ ０.９１４ ０.１０７ ０.１１７ ９.３６９ ８.５６６ 

１０年 １.１０５ ０.９０５ ０.０９６ ０.１０６ １０.４６２ ９.４７１ 

１５年 １.１６１ ０.８６１ ０.０６２ ０.０７２ １６.０９７ １３.８６５ 

２０年 １.２２０ ０.８２０ ０.０４５ ０.０５５ ２２.０１９ １８.０４６ 

２５年 １.２８２ ０.７８０ ０.０３５ ０.０４５ ２８.２４３ ２２.０２３ 

３０年 １.３４８ ０.７４２ ０.０２９ ０.０３９ ３４.７８５ ２５.８０８ 

※記載されている数値は正しいものとする。 

 

  



 

 

－27－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問３３ 

 藤原家（高志さんと陽子さん）の現時点の資産および負債が下記＜資料＞のとおりである場合、＜資

料＞に基づく藤原家のバランスシートの空欄（ア）にあてはまる数値を計算しなさい。なお、記載のな

い事項については一切考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

［保有資産（時価)] （単位：万円) 

 高志 陽子 

金融資産   

現金・預貯金 １,５００ ３００ 

株式・投資信託 ４５０ ２００ 

生命保険（解約返戻金相当額） ［生命保険］を参照 ［生命保険］を参照 

不動産   

土地（自宅の敷地） ２,４００  

建物（自宅の家屋） ７２０  

その他（動産等） ２５０ １００ 

 

［生命保険] （単位：万円） 

保険種類 
保険 

契約者 
被保険者 

死亡保険金 

受取人 
保険金額 

解約返戻金 

相当額 

定期保険特約付終身保険Ａ 高志 高志 陽子   

（終身保険部分）    ２００ １２０ 

（定期保険部分）    ２,０００ － 

個人年金保険Ｂ 高志 高志 陽子 － ４００ 

終身保険Ｃ 高志 高志 陽子 ４００ ２８０ 

終身保険Ｄ 陽子 陽子 高志 ２００ １２０ 

※１：解約返戻金相当額は、現時点で解約した場合の金額である。 

※２：個人年金保険Ｂは、据置期間中に被保険者が死亡した場合、払込保険料相当額が死亡保険金

として支払われるものである。 

※３：終身保険Ｃには、主契約とは別に保険金額４００万円の災害割増特約が付保されている。 

※４：すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。 

※５：契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。 

 

［負債残高］ 

住宅ローン：１,１２０万円（債務者は高志さん） 

自動車ローン：７０万円（債務者は高志さん） 

 

  



 

 

－28－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

＜藤原家（高志さんと陽子さん）のバランスシート＞ （単位：万円) 

［資産］ ××× ［負債］ ××× 

  負債合計 ××× 

  ［純資産］ （ ア ） 

資産合計 ××× 負債・純資産合計 ××× 

 

問３４ 

 杉山さん夫婦はマンション購入に当たり、住宅ローンの年間元利合計返済額を世帯の手取り年収の

２０％以内に抑えたいと考えている。下記＜資料＞に基づき、住宅ローンの借入可能額を計算しなさい。

なお、記載のない事項については一切考慮しないものとし、計算に当たっては、毎月の返済額は円未満

を切り捨て、計算結果は万円未満を切り捨てること。また、解答に当たっては、解答欄に記載されてい

る単位に従うこと。 

 

＜資料＞ 
 

［杉山さん夫婦のデータ］ 

氏名 続柄 年齢 備考 年収（手取り） 

杉山 信也 本人 ３３歳 会社員 ４８０万円 

   亜紀 妻 ３２歳 会社員 ３７０万円 

 

［住宅ローンの条件］ 

適用金利年２.５％（全期間固定）、返済期間３０年（返済回数３６０回）、元利均等返済のみ

（ボーナス返済なし） 

 

［借入額１００万円当たりの毎月の元利合計返済額早見表］ 

全期間固定金利、元利均等返済（ボーナス返済なし）の場合 （単位：円） 

返済期間 
適用金利 

２.０％ ２.５％ ３.０％ 

２５年 ４,２３８ ４,４８６ ４,７４２ 

３０年 ３,６９６ ３,９５１ ４,２１６ 

３５年 ３,３１２ ３,５７４ ３,８４８ 

※記載されている数値は正しいものとする。 

 

  



 

 

－29－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問３５ 

 湯川さんは、現在居住している自宅の住宅ローン（全期間固定金利、返済期間３０年、元利均等返済、

ボーナス返済なし）の繰上げ返済を検討している。湯川さんが住宅ローンを１２０回返済後に、８０万

円以内で期間短縮型の繰上げ返済をする場合、この繰上げ返済により短縮される返済期間として、正し

いものはどれか。なお、計算に当たっては、下記＜資料＞を使用し、繰上げ返済額は８０万円を超えな

い範囲での最大額とすること。また、繰上げ返済に伴う手数料等は考慮しないものとする。 

 

＜資料：湯川さんの住宅ローンの償還予定表の一部＞ 

返済回数（回） 毎月返済額（円） うち元金（円） うち利息（円） 残高（円） 

１２０ １１５,０５０ ６５,６０８ ４９,４４２ ２１,１２４,１５１ 

１２１ １１５,０５０ ６５,７６１ ４９,２８９ ２１,０５８,３９０ 

１２２ １１５,０５０ ６５,９１４ ４９,１３６ ２０,９９２,４７６ 

１２３ １１５,０５０ ６６,０６８ ４８,９８２ ２０,９２６,４０８ 

１２４ １１５,０５０ ６６,２２２ ４８,８２８ ２０,８６０,１８６ 

１２５ １１５,０５０ ６６,３７７ ４８,６７３ ２０,７９３,８０９ 

１２６ １１５,０５０ ６６,５３２ ４８,５１８ ２０,７２７,２７７ 

１２７ １１５,０５０ ６６,６８７ ４８,３６３ ２０,６６０,５９０ 

１２８ １１５,０５０ ６６,８４２ ４８,２０８ ２０,５９３,７４８ 

１２９ １１５,０５０ ６６,９９８ ４８,０５２ ２０,５２６,７５０ 

１３０ １１５,０５０ ６７,１５５ ４７,８９５ ２０,４５９,５９５ 

１３１ １１５,０５０ ６７,３１１ ４７,７３９ ２０,３９２,２８４ 

１３２ １１５,０５０ ６７,４６９ ４７,５８１ ２０,３２４,８１５ 

１３３ １１５,０５０ ６７,６２６ ４７,４２４ ２０,２５７,１８９ 

１３４ １１５,０５０ ６７,７８４ ４７,２６６ ２０,１８９,４０５ 

１３５ １１５,０５０ ６７,９４２ ４７,１０８ ２０,１２１,４６３ 

 

１．   ６ヵ月 

２． １年０ヵ月 

３． １年１ヵ月 

４． １年２ヵ月 

 

  



 

 

－30－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問３６ 

 公的年金等に関する次の（ア）～（エ）の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択

しなさい。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分

割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を３号分割という。また、

老齢基礎年金等の年金の受給要件は満たしているものとする。 

 

（ア）合意分割において、夫婦の協議により按分割合について合意できない場合、当事者双方の申立て

があるときに限り、家庭裁判所が按分割合を定めることができる。 

（イ）合意分割および３号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して３年以

内である。 

（ウ）老齢基礎年金を繰下げ受給する場合、年金額の増額率は最大で４２％である。 

（エ）６５歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、６６歳到達後も老齢厚生年金の請求をし

ないまま死亡した場合、その者の遺族は、本人に代わって繰下げ申出をすることはできない。 

 

問３７ 

 鶴見久明さんの家族構成等は下記＜資料＞のとおりである。久明さんが在職中に４９歳で死亡した場

合、久明さんの死亡時点において妻の友恵さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の組み合わ

せとして、最も適切なものはどれか。なお、久明さんは、大学卒業後の２２歳から死亡時まで継続して

厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺

族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。 

 

＜資料＞ 

氏名 続柄 年齢 備考 年収（前年） 

鶴見 久明 本人 ４９歳 会社員 給与収入５４０万円 

   友恵 妻 ４８歳 会社員 給与収入４８０万円 

   彩華 長女 ２０歳 大学生 なし 

※当年３月３１日時点のデータであるものとする。 

 

１．遺族基礎年金＋遺族厚生年金 

２．遺族基礎年金＋遺族厚生年金＋中高齢寡婦加算 

３．遺族基礎年金＋中高齢寡婦加算 

４．遺族厚生年金＋中高齢寡婦加算 

 

  



 

 

－31－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問３８ 

 全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の傷病手当金に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）

にあてはまる語句および数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、傷病手当金の支給

要件はすべて満たしているものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 

 

［出勤状況］ 

 

 

・ 傷病手当金は、病気（私傷病）療養のため休業した月の出勤状況が上記のとおりの場合、

（ ア ）から支給される。 

・ 傷病手当金の１日当たりの額は、次の算式で計算される。 

［支給開始日以前の継続した１２ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額］×１／３０×（ イ ） 

・ 傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して、最長で（ ウ ）である。 

 

１．（ア） ８日 （イ）２／３ （ウ）１年６ヵ月間 

２．（ア） ８日 （イ）３／４ （ウ）１年間 

３．（ア）１０日 （イ）２／３ （ウ）１年間 

４．（ア）１０日 （イ）３／４ （ウ）１年６ヵ月間 

  

２日 

（水） 

 

３日 

（木） 

 

４日 

（金） 

 

５日 

（土） 

 

６日 

（日） 

 

７日 

（月） 

 

８日 

（火） 

 

出勤 

１日 

（火） 

９日 

（水） 

休業 休業 

 

休業 出勤 休業 休業 休業 休業 

１０日 

（木） 

休業開始日 
▲ 

休業 



 

 

－32－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2026年公表分) 

問３９ 

 後期高齢者医療制度に関する下表の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も

適切なものはどれか。 

 

運営主体 後期高齢者医療広域連合 

被保険者 

原則として、以下の①または②に該当する者 

① ( ア ）以上の者 

② 一定の障害状態にある旨の認定を受けた６５歳以上（ ア ）未満の者 

保険料の徴収 ( イ ）が徴収 

一部負担金の割合 被保険者の所得等に応じ医療費の（ ウ ） 

 

１．（ア）７０歳 （イ）市町村および特別区 （ウ）１割または２割 

２．（ア）７５歳 （イ）市町村および特別区 （ウ）１割、２割または３割 

３．（ア）７０歳 （イ）都道府県      （ウ）１割、２割または３割 

４．（ア）７５歳 （イ）都道府県      （ウ）１割または２割 

 

問４０ 

 雇用保険制度に関する次の（ア）～（ウ）の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選

択しなさい。 

 

・ パートタイマーとして働いている場合、週の所定労働時間が（ ａ ）以上で、同一の事業主

の適用事業に継続して３１日以上雇用される見込みがある者は、原則として、雇用保険の被保

険者とされる。 

・ ( ｂ ）以上の高年齢被保険者が失業し、一定の要件を満たす場合には、被保険者であった期

間に応じて、基本手当日額の３０日分または５０日分相当の（ ｃ ）が一時金で支給される。 
 

 

（ア）空欄（ａ）にあてはまる語句は、「２４時間」である。 

（イ）空欄（ｂ）にあてはまる語句は、「７０歳」である。 

（ウ）空欄（ｃ）にあてはまる語句は、「高年齢求職者給付金」である。 

 

 


